
テキスト第4講『倫理法人会憲章の制定』

大牟田市倫理法人会

「倫理経営基礎講座」ご案内

お問い合わせ先：大牟田市倫理法人会 事務局 TEL；0944-57-2314

参加費やお申し込みは不要です。お気軽にお越しください。

○日 時．2月25日（日）19：00～20：00

○会 場．えるる 小研修室

大牟田市新栄町6-1 ☎0944-52-5285

○受講料．無 料

一般社団法人倫理研究所

名誉研究員

内田 文朗 氏

憲章とは、「重要で根本的なことを定めた取り決め。特に基本

的な方針や施策などをうたった宣言書や協約」の意である。

本講座では、倫理法人会役員全国大会（平成５年１１月１４日）の席上

で発表された「倫理法人会憲章」について学ぶ。


